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第３章 これまでの取組み  

 

１ 取組み経緯 

県では、平成２０年９月、総合的な人材の確保・定着対策を推進するため千葉県福祉

人材確保・定着対策本部を設置し、同本部において、２１年５月、新規就労者１万人、 

離職率１６％を目標とする２１年度から３か年の事業実施方針を策定しました。 

以後、国の経済対策により創設された「障害者自立支援対策及び福祉・介護人材確保

対策臨時特例基金」等を活用して事業を実施しています。 

 

表６ 取組の経緯 

平成２０年８月 県内福祉関係１２団体より県の福祉人材確保に関する緊急提言 

平成２０年９月 千葉県福祉人材確保・定着対策本部を設置 

平成２１年５月 ２１～２３年度の事業実施方針「福祉人材の確保・定着に向けて」

を策定 

【目 標】新規就労者１万人 離職率２５％⇒１６％  

２１～２３年度 国の経済対策により創設された「障害者自立支援対策及び福祉・

介護人材確保対策臨時特例基金」を活用して事業を実施 

（事業費） ２１年度  ３１,２７９千円 

               ２２年度  ９５,８０５千円 

               ２３年度 １２０,６２５千円 

 ２４年度    同基金が 1年延長となり引き続き事業を実施 

（事業費）       ５７,０６３千円 

２５年度    同基金に代わり、「緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策

拡充支援事業分）」を活用して事業を実施 

（事業予算）     １１３,０００千円 

 ○基金事業費総額：４１７，７７２千円（平成２１～２５年度） 

 

２ 目標の達成状況 

  県内の介護職の就労者数は、介護サービス施設・事業所調査によれば、平成２０年

の３１，８１４人に対し、平成２３年には４０，６７０人と、新たに８，８５６人が

就労しており、目標の 1万人に対する比率は約８９％となっています。 

  また、本県の介護職の離職率は、平成２４年で１８．５％（介護労働実態調査）と

なっており、方針策定直近時（平成１９年）の２４．７％に比較すると改善がみられ

ますが、全国の全産業の平成２４年の離職率１４．８％（雇用動向調査）と比較する

と依然として高い状況となっています。 


